
・災害発生状況

・足場に係る労働安全衛生規則の改正について
　（足場から墜落防止措置を強化）
・重機災害の防止について
　（ドラグ・ショベル運転時危険再認識・死角確認）
・斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン
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 平成２７年７月３１日（金）本荘地区安全講習会を開催しました。工事事故の発生を未然に防止し、円滑に

工事を進めることを目的に、秋田河川国道事務所事故防止対策委員会が各地区で行うものです。 
 本荘地区は本荘国道維持出張所、子吉川出張所、象潟仁賀保道路の監督官室が担当する工事が対象です。 
 工事発注者及び施工業者現場代理人など４８人が参加し、にかほ市内で行われている道路工事2箇所の現場
事務所と工事現場を点検しました。 

第１回 

○お問い合わせ先○ 
本荘国道維持出張所「本荘こくどう通信」 担当 まで 

〒０１５－００１３ 由利本荘市石脇字田尻野１８  電話：０１８４－２２－８５５８ ＦＡＸ：０１８４－２３－６２６４ 
http://www.thr.mlit.go.jp/akita/honjou/index.html 

現場点検 現場点検 

象潟仁賀保道路の道路付属物工事 国道７号の歩道工事 

検討会の様子 

  
 点検後は検討会を行い、現場で取り組んでいる工夫や、改善が求められる事などの意見交換を行い、よりいっ
そう事故防止への安全対策に努めることとしました。 

 
 検討会終了後は、本荘労働基準監督署の監督・安衛課長から労働災害に 

かかる下記の内容で講話をいただきました。 
講話の様子 

歩行者通路が判りにくい 熱中症対策 


